
 

足立区民間提案型広告事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、区が実施する広告事業について企業等より提案を受けるた

めに必要な事項を定めるものとする。 

 （提案の種別） 

第２条  提案を受ける内容は、次のとおりとする。  

（１）  区が所有している財産への広告掲載及び掲出に関する提案  

（２） その他、民間事業者が所有しているノウハウ及びアイデアを活用する

ことで、新たな財源の確保、事業経費の削減及び区民サービスの向上につ

ながる提案 

 （募集の方法） 

第３条  区長は、次に掲げる事項を明示した募集要項を作成し、公募する。 

 （１）  応募資格 

 （２）  応募期間 

 （３）  応募方法 

 （４）  選定方法 

 （５）  前各号に掲げるもののほか、区が必要と認める事項  

 （事前ヒアリング）  

第４条  提案を希望する者（以下「申込者」という。）は、広告事業に関する民間

提案事前ヒアリングシート（様式第１号）（以下「事前ヒアリングシート」と

いう。）を区長に提出しなければならない。ただし、区が指定する事業の募集

を行った場合は、事前ヒアリングシートの提出は不要とする。  

２  区長は、事前ヒアリングシートの提出があったときは、申込者から提案内容

に関するヒアリングを行い、関係所管課と協議した上で、提案の受入れの可否

を決定する。 

３  区長は、前項で実施したヒアリングの結果を申込者に回答する。 

 （提案の審査及び決定）  

第５条  前条第２項の受入れ決定を受けた申込者又は区が指定する特定の事業

の申込者は、提案書とあわせて、次の書類を指定する期限までに区長に提出し

なければならない。なお、指定する期限までに提案書及び次の書類の提出がな

かった場合は、提案をしないものとみなす。  

 （１）  広告事業に関する民間提案申込書（様式第２号）  

 （２）  企業パンフレットなど申込者の概要がわかる資料  

 （３）  提案書補助シート（様式第３号）  

 （４）  その他区長が必要と認める資料  

２  区長は、前項第１号に規定する書類の提出があったときは、次に掲げる審査

選考により、実施する事業を決定する。 



 

 （１） 第一次審査は、書類審査とし、公募提出時の書類の調査及び評価を行

う。ただし、区が必要と認めた場合は、面接及びプレゼンテーションを行

うことができる。 

 （２） 第二次審査は、プレゼンテーションとし、各申込者の提案に基づき評

価を行う。 

３  実施する事業は、第一次審査の結果をもって決定する。ただし、次に該当す

る場合は、第二次審査を行い、実施する事業を選定することができる。 

（１）  提案内容が類似している場合  

（２） 同じ広告媒体を活用した提案が複数あり、全ての提案を採用できない

場合  

 （３）  その他、区が第二次審査の実施が必要と認めた場合  

４  前条第２項の受入れ決定をした提案に係る事業と既に実施している他の事

業とが、提案内容の類似、同一の広告媒体を活用すること等の理由によりいず

れか一方しか実施できない場合は、既に実施している事業を行っている企業等

に当該事業について提案を行わせ、両事業を審査するものとする。この場合の

手続は、前３項の規定に定めるところによる。  

 （提案の制限） 

第６条  前２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、

提案の受け入れを否決するものとする。ただし、第１号及び第２号に該当する

場合にあっては、特に区長が認めたときはこの限りでない。 

（１） 申込者が宗教団体（当該宗教団体の関連団体を含む。以下「宗教団体

等」という。）の場合 

（２） 当該提案が宗教団体等からの寄附により事業を運営するものである場 

 合  

（３） 当該提案の内容が、特定の宗教団体等への加入若しくは寄附を募るも

の又は当該宗教団体等に関する宣伝活動と認められるもの等、宗教的活動を

主目的としたものであると認められる場合  

 （審査基準） 

第７条  第５条第２項の審査選考の基準は、別表第１のとおりとする。  

 （審査会の設置） 

第８条  区長は、実施する事業の決定に当たり、審査会を設置し、第５条の規定

による審査を行う。 

 （審査会の構成） 

第９条  審査会は、委員長及び委員をもって組織する。  

２  委員長は、政策経営部長とする。 

３  委員の構成は、次のとおりとする。 

 （１）  事業を実施することとなる所管の部長 

 （２）  事業を実施することとなる所管の課長 



 

（３）  財政課長 

（４）  シティプロモーション課長  

（５）  報道広報課長  

４  審査会は、委員長を含めた委員の過半数の出席（オンラインでの出席を含む。

以下同じ。）で開催することができる。  

５  委員長が必要と認めた場合は、委員以外の職員に審査会への出席を要請し、

意見を求めることができる。 

６  委員長が必要と認めた場合は、学識経験者等を委員会に出席させ、意見を聴

くことができる。 

７  前項の規定により学識経験者等が審査会に出席した場合は、別表第２に定

める謝礼を支払う。 

 （第一次審査の決定）  

第１０条  第一次審査の決定は、審査会出席者の全員一致とする。ただし、全員

一致の合意が得られない場合は、委員長の判断による。 

 （第二次審査の決定）  

第１１条  第二次審査は、別表第１に掲げる審査選考の基準表に基づき次の各号

の手順により審査及び選定を行う。  

（１）  委員の審査の点数を合計し総合評価点数を確定する。  

（２）  総合評価点数の高い申込者より順位をつけ、実施する事業を選定す  

る。  

２  前項第１号の点数の配分等については、第二次審査の実施を決定した第一次

審査で決めるものとする。  

 （審査決定の取り消し）  

第１２条  区長は、前条までに決定した事業が第６条各号のいずれかに該当し、

否決すべきものであったと判明した場合は、当該決定を取り消すことができる。 

 （事業の実施） 

第１３条  区長は、事業の実施を決定した提案について、申込者と当該事業に関

する必要な協定等を締結する。  

 （事務局） 

第１４条  審査会の事務局を報道広報課に置く。 

 （その他） 

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定

める。  

   付  則（２５足政広発第３５９号  平成２５年７月１日  広報室長決定） 

 この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。  

   付  則（２５足政広発第９１６号  平成２６年２月３日  広報室長決定） 

 この要綱は、平成２６年２月３日から施行する。 

付  則（２９足政広発第１３１号  平成２９年４月２７日  広報室長決定） 



 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。  

付  則（３０足政広発第５１２号  平成３０年９月５日  広報室長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付  則（３１足政広発第９８号  平成３１年４月１７日  広報室長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付  則（３足政広発第９７０号  令和３年１０月１５日  広報室長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付  則（３足政広発第１０７９号  令和３年１１月８日  広報室長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付  則（４足政広発第４４６号  令和４年８月２日  政策経営部長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付  則（４足政広発第１２２４号  令和５年３月２８日  政策経営部長決

定）  

 この要綱は、決定の日から施行する。 

  



 

別表第１（第７条関係）  

選考要素 着眼点  

１  

区が推進してい

る施策との整合

性  

提案内容は、区が推進している施策（特に重点プロ

ジェクト等）との整合性がとれているか。  

２  
広告事業に関す

る実績  

民間だけでなく官公庁が保有する広告媒体への広

告掲載の実績があるか。  

３  
提案内容の公益

性  

提案内容は、提案者の利益だけでなく、区民サービ

スの向上等、区民の利益の増進にも寄与するか。 

４  
提案内容の独自

性  

提案内容に提案者独自のアイデアやノウハウが取

り入れられているか。  

５  
事業の実現可能

性  

提案内容に不透明、不確定な部分がなく、確実に計

画どおり実現できるか。  

６  費用対効果 
提案内容を実施することで、区にとって費用対効

果に優れているか。 

７  事業遂行能力 
提案者は、提案内容を実現するだけでなく、継続的

に実施していく能力を有しているか。 

８  

安全性（区民へ

の損害・被害等

のおそれ） 

提案内容は区民への安全性が確保されているか。

また、万一に備え提案内容を実施するにあたって、

区民へ損害や被害がでないように配慮がなされて

いるか。 

９  
広告主・広告内

容  

広告は、行政の広告媒体に掲載するにふさわしい

内容であるよう配慮されているか。 

１０  広告審査 

社内における広告内容の審査体制が整っている

か。また、社独自で外部機関に審査を依頼している

など、工夫がなされているか。 

別表第２（第９条関係）  

区   分 １回につき 

基準  Ａ  

大学教授、弁護士、公認会計士、医師、ジャ

ーナリスト、著名民間学者、民間企業最高管

理者、官公庁局長・部長級、都・都内市町村

局長・部長級  

１３，７００円 



 

Ｂ  

大学准教授、短期大学教授、小・中・高校校

長、民間専門研究者、民間企業中間管理者、

官公庁課長級、都・都内市町村課長級  

１２，２００円 

Ｃ  

大学講師・助教・助手、短期大学准教授・講

師等、高専教授、小・中・高校副校長級、民

間技術者、民間企業下級管理者、官公庁課長

補佐級、都課長代理・都内市町村課長補佐級  

１０，５００円 

Ｄ  

高専准教授・講師、小・中・高校教諭、民間

技能者、官公庁係長級以下、都内市町村係長

級以下  

９，５００円 

 

 



 

様式第１号（第４条関係）  

広告事業に関する民間提案事前ヒアリングシート  

団体名  

住所  

担当者名  

電話番号  Ｅメールアドレス  

添付資料の有無 有   無 提出日      年   月   日  

提案の種類 

※該当する提案に

○をつけてくださ

い。  

１  区が所有している財産への広告掲載、掲出に関する提案  

 

２  その他、民間事業者が所有しているノウハウ、アイデアを活用

することで、新たな財源の確保及、事業経費の削減及び区民サ

ービスの向上につながる提案  

対象施設等 
 

提案の概要 

 

主な広告主 

（決まっていれ

ば広告内容） 

（自社広告の場合は、自社広告と記入してください。）  

導入実績 

（提案事業（類似含む）の導入実績を簡略に記入してください。ホー

ムページで確認できる場合は内容を確認できるページのＵＲＬも記

入してください。）  



 

様式第２号（第５条関係）  

 

広告事業に関する民間提案申込書  

 

  年  月  日 

 

足立区長 

 

申込者 所在地  

団体名  

代表者名             ○印 

 

広告事業に関する民間提案募集について関係書類を添えて申し込みます。



 

広告事業に関する民間提案申込書  

 

団体名  

住所  

設立年月日  

資本金  

従業員数  

提案事業概要 

総事業経費   

区収入の有無  有       無 

区支出の有無  有       無 

希望実施期間  １年   ２年   ３年   ４年   ５年 

主な事業経費

の負担方法  

１  広告料収入  

２  提案者負担  

３  区負担  

４  その他（                 ）  

事業計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業経費  区収入（見込

み）  

区支出  

１年目     

２年目     

３年目     

４年目     

５年目     

※希望実施期間分を記入してください。  

※別紙での提出も可能です。  

提出書類 

１  申請書（様式第２号）  

２  会社概要資料（パンフレット等）  

３  納税証明（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」

について未納税額のない証明用）：１部（原本）  

４  提案書（様式自由）：２部（併せてデータも送付してください。） 

５  提案書補助シート（様式第３号） 

６  提案事業（類似含む）の導入実績がわかる資料（様式自由）  

７  区への広告料が発生する場合はその見積書（様式自由）  

※６、７は該当する場合のみ提出してください。 

担当者名  

電話番号  Ｅメールアドレス  


